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Ｂ様式

平成２２年度調査

毒物劇物取扱状況実態調査票

調査票提出先（問合せ先）

〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２番１６号

福島県保健福祉部薬務課 ＴＥＬ ０２４－５２１－７２３３ （監視指導担当）

調査票記載者 職名 氏名

施設の名称

施設の所在地

施設の従業員数 （ ） 人 ※パートも含めて計上してください。おおよそで結構です。

毒物劇物の管理責任者 職名 氏名

連絡先電話及びＦＡＸ TEL FAX

毒物劇物講習会（無料） 参加希望 有 ・ 無

参加希望の有無 （どちらかに○をつけてください）

調査票提出は 平成２２年１１月１５日（月）までにお願いいたします。
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Ｑ１ 今までに毒物・劇物を使用又は保管したことがありますか。

１ 今も使用している

２ 今は使用していないが、保管している

３ 以前は使用していたが、今は使用も保管もしていない

４ 今まで使用したことがない

【解説】

毒物・劇物とは、毒物及び劇物取締法で規定された化学物質、化合物及びその製剤であり、毒性の強い

ものから順に毒物・劇物に指定されています。なお、毒物・劇物には、製品の容器や被包に上記のような、

「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の文字がどちらか必ず記載されています。

（注意！ ） 以下の設問は、「Ｑ１」で 「１」及び「２」に回答した方のみ、御回答ください。

Ｑ２－１ 毒物・劇物を保管している場所についてお尋ねいたします。貴施設の次の表の【Ａ欄】

について該当する保管場所には数字に○を付け、（ ）内に数字を記入してください。

【Ａ欄】に記入したところについては、【Ｂ欄】【Ｃ欄】【Ｄ欄】の該当する数字に○を付けて

ください。

【Ａ欄】 【Ｂ欄】 【Ｃ欄】 【Ｄ欄】

毒物・劇物はどこ 【Ａ欄】の保管場所に 【Ａ欄】の保管場所に 【Ａ欄】の保管場所に

に保管しています 「医薬用外毒物」「医 施錠（鍵のかかる）設 転倒・転落防止設備

か。 薬用外劇物」の表示 備はありますか。 はありますか。

はありますか。

１ タンク １ 全部あり １ 全部あり １ 全部あり

２ 一部あり ２ 一部あり ２ 一部あり

（ ）か所 ３ 全部なし ３ 全部なし ３ 全部なし

２ 倉庫 １ 全部あり １ 全部あり １ 全部あり

２ 一部あり ２ 一部あり ２ 一部あり

（ ）か所 ３ 全部なし ３ 全部なし ３ 全部なし
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３ 専用保管庫 １ 全部あり １ 全部あり １ 全部あり

２ 一部あり ２ 一部あり ２ 一部あり

（ ）か所 ３ 全部なし ３ 全部なし ３ 全部なし

４ 戸棚・ロッカー １ 全部あり １ 全部あり １ 全部あり

２ 一部あり ２ 一部あり ２ 一部あり

（ ）か所 ３ 全部なし ３ 全部なし ３ 全部なし

５ その他 １ 全部あり １ 全部あり １ 全部あり

（ ） ２ 一部あり ２ 一部あり ２ 一部あり

（ ）か所 ３ 全部なし ３ 全部なし ３ 全部なし

Ｑ２－２ Ｑ２－１の保管場所について、施設等におけるその配置はどうなっていますか。次の

書類を添付してください。

□ 事業所全体の建物配置図と毒物及び劇物の保管場所（貯蔵設備）配置図

※１ 毒物及び劇物の保管場所は図面上に明示してください。

※２ 図面等の準備ができた場合には、上記の□チェックボックスにチェックマークを付けてください。

Ｑ２－３ 毒物・劇物の保管場所に毒物・劇物以外の薬品などを一緒に保管していますか。

１ 保管している

２ 保管していない

Ｑ３－１ 毒物・劇物の容器には「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示がありますか。

（元の容器から移し替えた場合も含みます）

１ 全部あり

２ 一部あり

３ 全部なし

【解説】

容器の表示には、色の規定があります。「医薬用外毒物」は医薬用外の文字及び赤地に白色の「毒物」

の文字、「医薬用外劇物」は医薬用外の文字及び白地に赤色の「劇物」の文字で記載されています。

Ｑ３－２ 毒物・劇物を飲食物の容器に移し替えたことはありますか。

１ あ り ２ な し
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Ｑ３－３ Ｑ３－２で「１」に回答した方にお聞きします。移し替えを行った品目はなんですか。

移し替えを行った品目名

Ｑ４－１ 毒物・劇物の管理責任者は決めていますか。

１ 決めている ２ 決めていない

Ｑ４－２ Ｑ４－１で「１」に回答した方にお聞きします。その方は作業者を管理監督する役職で

すか。

１ 管理監督する役職である ２ 管理監督する役職でない

Ｑ４－３ Ｑ４－１で「１」に回答した方にお聞きします。毒物劇物の管理責任者は、誰であるか客

観的にわかるようになっていますか。

１ なっている ２ なっていない

Ｑ４－４ Ｑ４－３で「１」に回答した方にお聞きします。それは、どんな方法ですか。

１ 掲示 （掲示場所 ） ２ 腕章

３ その他（ ）

Ｑ５－１ 毒物・劇物の取扱規定（取扱マニュアル等）を作成していますか。

１ 作成している ２ 作成していない

Ｑ５－２ 毒物・劇物の管理簿（在庫量がわかる受払帳簿）はありますか。

１ ある ２ ない

Ｑ５－３ Ｑ５－２で「１」に回答した方にお聞きします。その帳簿はどこまで記載していますか。

１ 毒物・劇物全部 ２ 毒物のみ ３ 記載していない

４ その他（ ）
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Ｑ５－４ 毒物・劇物の在庫量の定期点検（確認）を行っていますか。

１ 行っている ２ 行っていない

Ｑ５－５ Ｑ５－４で「１」に回答した方にお聞きします。その結果を記録していますか。

１ 記録している ２ 記録していない

Ｑ６－１ 毒物・劇物の廃棄の基準を知っていますか。

１ 知っている ２ 知らない

Ｑ６－２ 必要に応じて、毒物・劇物の廃棄を行っていますか。

１ 行っている ２ 行っていない

Ｑ６－３ Ｑ６－２で「１」に回答した方にお聞きします。その場合、どのような廃棄方法で廃棄し
ていますか。

１ 中和処理 ２ 希釈処理 ３ 業者委託
４ その他（ ）

Ｑ６－４ 現在、不要のため、廃棄処分したい（又は廃棄予定の）毒物・劇物はありますか。

１ ある ２ ない

Ｑ６－５ 過去１年以内に毒物・劇物の事故はありましたか。

１ 盗難 ２ 漏洩 ３ 紛失
４ その他（ ）

Ｑ６－６ 毒物・劇物の事故が発生した場合の対応規定（危害防止規定等の対応マニュアル等）
を作成していますか。

１ 作成している ２ 作成していない

Ｑ６－７ 毒物・劇物の事故が発生した場合の届出の義務及び届出先は知っていますか。

１ 知っている ２ 知らない

Ｑ６－８ Ｑ６－７で「１」に回答した方にお聞きします。その届出先はどこですか。

届出先（貴施設で規定する届出先など）

Ｑ７ 現在、使用又は保管している毒物・劇物について【別紙様式】 次ページ
に記載してください。



【別紙様式】 現在使用・保管している毒物劇物について下記の表に記入をお願いします。

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

整理
番号
製品名（又は商品名）

平成２１年度
１年間の使用量

使用目的
今後の
使用予定

現在の
保管量

今後の
廃棄予定

単位を付けて
ください（ｋｇ、K
Ｌ）

次の①から⑥までを選択（複数選択可）
①製造原料 ②製造補助 ③防そ防虫
④防さび ⑤検査 ⑥その他

単位を付けて
ください（ｋｇ、K
Ｌ）

（例）
１０９

塩酸 ２，０００ｋＬ
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ 製品の洗浄 ）

有・無 ２００ｋＬ 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

【記載上の注意事項】
（１）の整理番号欄は、別表を見て、別表の整理番号を記載してください。
（２）の「製品名（又は商品名）」欄はラベル等の表示を見て、製品名等を記載してください。
（３）の「平成２１年度１年間の使用量」欄と（６）の「現在の保管量」欄は、原則として固体はｋｇ単位で、
液体はＬ（リットル）単位で記載して、単位も付けてください。
（４）の「使用目的」欄は次の①～⑥のいずれかに○を付け、かつ（ ）内に簡単に説明を加えてください。
①「製造原料」とは、製造そのものに毒物劇物を原料として使用する場合。
②「製造補助」とは、製造過程で毒物劇物を洗浄、廃液の中和等、補助的に使用する場合。
③「防そ防虫」には、消毒なども含む。
④「防さび」は、施設、機械等のさび止めなど。
⑤「検査」には、試料作成等も含む。
⑥「その他」は、①～⑤に該当しない場合。
（５）の「今後の使用予定」欄及び（７）の「今後の廃棄予定」欄は、製品ごとに有又は無に○を付けてください。

（ ）
有 無 有 無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無
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（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
（ ）

有・無 有・無
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（別表）

毒物関係
整理
番号

毒物の成分名 別名・製剤名・商品名など

1 黄リン又は黄リン含有製剤
2 （酸化リン）三塩化リン
3 （酸化リン）五塩化リン
4 オキサミル オキサミル、バイデートＬ
5 シアン化カリウム 青酸カリ、青化カリ
6 シアン化ナトリウム シアン化ソーダ、青酸ソーダ、青化ソーダ
7 （シアン化合物）その他の無機シアン化合物 シアン化銅、シアン化銀・・・など
8 水銀
9 （水銀化合物）塩化第二水銀
10 （水銀化合物）酸化第二水銀
11 （水銀化合物）その他の水銀化合物 ヨウ化第二水銀、硝酸第二水銀、硫酸第二水銀、ネスラー試薬・・・など
12 ストリキニーネ 硝酸ストリキニーネ
13 ニコチン 硫酸ニコチン、ブラックリーフ
14 パラコート プリグロックスＬ、グラモキソン
15 ヒ素
16 （ヒ素化合物）亜ヒ酸 三塩化二砒素、三酸化砒素、白砒
17 （ヒ素化合物）その他のヒ素化合物 ヒ素、ヒ酸鉛、ヒ酸ソーダ・・・など
18 フッ化水素 フッ化水素酸
19 ベンゾエピン マリックス
99 （その他の毒物）

劇物関係
整理
番号

劇物の成分名 別名・製剤名・商品名など

101 アクリロニトリル（原体） アクリロニトリル、シアン化ビニル、アクリル酸ニトリル
102 アセトニトリル メチルシアナイド、シアン化メチル、エタンニトリル
103 アニリン アニリンオイル、アミノベンゼン、フェニルアミン
104 アンモニア（１０％以下除く） 液安、安水
105 イソキサチオン（２％以下除く） カルホス、カルモック
106 ＥＰＮ ＥＰＮ
107 エチルチオメトン ダイシストン、エカチンＴＤ ほか
108 塩化亜鉛（原体） クロロ亜鉛、亜鉛酪 ほか
109 塩酸（１０％以下除く） 塩化水素酸 ほか
110 塩素（原体）
111 塩素酸カリウム 鉛ボツ、クロロ酸カリ、クサトール、クロレート ほか
112 塩素酸ナトリウム 塩素酸ソーダ、塩曹
113 過酸化水素（６％以下除く）
114 カドミウム化合物 塩化カドミウム、硝酸カドミウム、硫酸カドミウム・・・など
115 ギ酸（９０％以下除く）
116 キシレン（原体） キシロール、ジメチルベンゼン
117 金属カリウム（原体）
118 金属ナトリウム（原体） 金属ソーダ、金曹
119 クレゾール（５％以下除く） メチルフェノール、ヒドロキシトルエン
120 クロルスルホン酸（原体） クロルスルホン酸、クロル硫酸
121 クロロホルム（原体） トリクロロメタン
122 ケイフッ化水素酸 フッ化ケイ素酸、ヘキサフルオロケイ酸
123 酢酸エチル（原体） 酢酸エステル、酢酸エーテル
124 シュウ酸（１０％以下除く）
125 水酸化カリウム（５％以下除く） 苛性カリ
126 水酸化ナトリウム（５％以下除く） 苛性ソーダ
127 臭素（原体） ブロム、ブロミン
128 硝酸（１０％以下除く）
129 ダイアジノン エキソジノン
130 ＤＥＰ（１０％以下除く） ディプテレックス、ネキリトン
131 ＤＭＴＰ スプラサイド
132 ＤＤＶＰ ＶＰ、ホスビット、デス、パナプレート
133 トルイジン（原体） オルトトイイジン、メタトルイジン、パラトルイジン
134 トルエン（原体） トリオール、メチルベンゼン
135 ニトロベンゼン（原体） ニトロベンゾール
136 二硫化炭素
137 ピクリン酸 ２，４，６-トリニトロフェノール
138 ＢＰＭＣ（２％以下除く） バッサ
139 フェノール（５％以下除く） 石炭酸、カルボール
140 プロバホス カヤフォス
141 ブロム水素 ブロム水素酸、臭化水素酸
142 ホルムアルデヒド（１％以下除く） ホルマリン
143 無水クロム酸 三酸化クローム、酸化クロム
144 メソミル ランネート
145 メタノール（原体） メチルアルコール、木精
146 メチルエチルケトン（原体） ＭＥＫ、エチルメチルケトン
147 硫酸（１０％以下除く）
999 その他の劇物

注１
注２

注３
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品 目 表

原体とは、薄められたり、他の成分のものを加えたりしていないものをいいます。
毒物・劇物の使用、保管がある場合、調査票には必ずこの品目表の左欄の「整理番号」を記入してください。

その他の場合であって、表示等がよく見えず、毒物・劇物の区別がつかないものの整理番号は、９９又は９９９の
どちらでもかまいません。


